
 

3  

昭

和

五

十

七

年

二

月

十

二

日

提

出 

質

問

第

三

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

態
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

「
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
」
の
運
用
の
実 

昭
和
五
十
七
年
二
月
十
二
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

福 

田 
 

一 

殿 

提 

出 

者 
 

土 

井 

た 

か 

子 

 

一 

 



 

先
に
、
成
田
空
港
建
設
事
件
（
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
四
十
五
年
（
行
ウ
）
第
四
八
号
及
び
同
昭
和
四
十
六
年
（
行

ウ
）
第
一
〇
五
号
）
に
関
連
し
て
、
標
題
を
同
じ
く
す
る
質
問
主
意
書
（
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
十
六
日
付
）
を
提
出

し
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
関
係
に
係
る
諸
点
を
質
し
た
が
、
「
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法

務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
」
等
を
誠
実
に
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
被
告
指
定
代
理
人
ら
の
応
訴
態
度

や
、
右
事
件
が
係
属
す
る
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
部
（
行
政
部
）
と
の
関
係
に
疑
義
が
あ
る
と
の
こ
と
な
の

で
、
同
事
件
に
係
る
行
政
事
件
訴
訟
法
や
民
事
訴
訟
法
の
解
釈
を
も
含
め
、
前
回
と
同
様
の
趣
旨
の
下
に
、
以

下
、
鈴
木
善
幸
首
相
の
御
見
解
を
賜
り
た
い
。 

一 

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
十
七
日
の
第
四
八
回
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
被
告
指
定
代
理
人
ら
は
、
昭
和
五
十
六 

態
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

「
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
」
の
運
用
の
実 

 

三 

 



 

3 

空
港
公
団
は
、
業
務
の
参
考
に
資
す
る
た
め
、
右
「
誤
記
」
の
訂
正
を
ど
の
よ
う
な
手
続
に
よ
り
い
つ
行
つ 

2 

空
港
公
団
は
、
右
「
誤
記
」
の
存
在
を
い
か
な
る
契
機
に
よ
り
い
つ
承
知
す
る
に
至
つ
た
の
か
。 

1 

被
告
指
定
代
理
人
ら
は
、
乙
第
四
七
号
証
を
書
証
と
し
て
提
出
す
る
際
に
す
で
に
、
乙
第
六
三
号
証
で
訂 

(2)
収
用
手
続
の
経
過
と
概
要
を
立
証
す
る
資
料
と
し
て
は
、
全
体
と
し
て
適
当
な
内
容
で
あ
る
と
被
告
指
定
代 

正
さ
れ
た
「
誤
記
」
の
存
在
を
承
知
し
て
い
た
の
か
。 

と
す
で
に
答
弁
さ
れ
て
い
た
（
内
閣
参
質
九
一
第
一
一
号
、
同
九
二
第
三
号
）
。
そ
こ
で
、 

理
人
ら
が
、
判
断
し
、
被
告
建
設
大
臣
の
処
分
の
適
法
性
を
立
証
す
る
書
証
と
し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
―
― 

収
の
経
過
と
収
用
手
続
に
関
す
る
業
務
資
料
」
と
し
て
内
部
的
な
事
務
処
理
の
必
要
上
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、 

年
十
二
月
十
日
付
乙
第
四
七
号
証
訂
正
書
を
乙
第
六
三
号
証
と
し
て
提
出
し
た
が
、
乙
第
四
七
号
証
自
体
に
つ 

い
て
は
、

(1)
昭
和
五
十
一
年
四
月
八
日
付
で
空
港
公
団
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
成
田
空
港
に
係
る
「
用
地
買 

た
の
か
。 

四 

 



 

二 

同
じ
く
右
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
被
告
指
定
代
理
人
ら
は
、
事
業
認
定
及
び
特
定
公
共
事
業
認
定
に
係
る
本 

7 

そ
の
他
乙
号
証
全
体
を
通
じ
て
、
「
誤
記
」
な
い
し
虚
偽
表
示
は
存
在
し
な
い
と
言
え
る
の
か
。
乙
第
三
六 

6 

例
え
ば
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
十
七
日
付
第
七
次
明
渡
裁
決
申
立
は
、
三
件
九
筆
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
の 

5 

と
こ
ろ
で
、
乙
第
四
七
号
証
に
は
、
も
は
や
「
誤
記
」
は
存
在
し
な
い
の
か
。 

4 
乙
第
四
七
号
証
訂
正
書
の
作
成
は
、
被
告
指
定
代
理
人
ら
の
要
請
に
よ
る
の
か
。
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
契 

定
及
び
本
件
特
定
公
共
事
業
認
定
に
係
る
起
業
地
位
置
図
」
を
提
出
し
、
同
図
面
作
成
の
年
月
日
に
つ
い
て
は
、 

件
各
起
業
地
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
乙
第
六
四
号
証
と
し
て
、
空
港
公
団
作
成
に
係
る
「
本
件
事
業
認 

前
日
の
「
十
二
月
十
六
日
に
し
て
も
ら
う
」
と
開
陳
し
、
ま
た
、
事
業
認
定
申
請
書
及
び
特
定
公
共
事
業
認
定
申 

で
は
な
い
の
か
。
当
該
申
立
に
係
る
事
件
番
号

(46)
、

(47)
及
び

(48)
の
各
々
の
対
応
す
る
筆
数
を
示
さ
れ
た
い
。 

号
証
や
同
三
七
号
証
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。 

機
に
よ
る
の
か
。 

五 

 



 

5 

建
設
大
臣
は
当
時
、
本
件
各
認
定
処
分
に
当
た
り
、
本
件
各
認
定
申
請
書
添
付
書
類
た
る
「
起
業
地
及
び 

4 

本
件
各
起
業
地
の
範
囲
の
適
否
が
、
本
件
各
認
定
処
分
の
適
法
性
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ 

3 

本
件
各
起
業
地
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
立
証
す
る
の
か
。 

2 

右
図
面
は
、
本
件
特
定
公
共
事
業
認
定
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
新
東
京
国
際
空
港
第
一
期
建
設
事
業
の
区 

1 

乙
第
六
四
号
証
と
し
て
提
出
さ
れ
た
右
図
面
の
作
成
は
、
被
告
指
定
代
理
人
の
要
請
に
よ
る
の
か
、
そ
れ 

性
を
立
証
す
る
書
証
と
し
て
提
出
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
述
べ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、 

請
書
の
添
付
書
類
た
る
「
起
業
地
及
び
事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面
」
に
つ
い
て
は
、
本
件
各
認
定
処
分
の
適
法 

域
位
置
図
の
単
に
標
題
を
変
更
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
と
す
れ
ば
、
何
故
、
標
題
を
変 

と
も
空
港
公
団
独
自
の
目
的
の
た
め
か
。
独
自
の
目
的
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
。 

ば
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

更
す
る
必
要
が
あ
つ
た
の
か
。 

六 

 



 

三 

同
じ
く
右
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
被
告
指
定
代
理
人
ら
は
、
訴
え
却
下
申
立
書
を
提
出
・
陳
述
し
、
そ
の
中 

り
、
本
件
各
認
定
処
分
の
適
法
性
を
司
法
権
に
判
断
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何

か
。 7 

と
こ
ろ
で
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
二
十
日
開
港
に
必
要
と
な
つ
た
事
業
施
設
は
、
そ
の
す
べ
て
が
、
本
件 

6 

必
要
的
添
付
書
類
で
あ
る
「
起
業
地
及
び
事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面
」
を
欠
く
本
件
各
認
定
申
請
書
に
よ 

で
、
駒
井
野
団
結
小
屋
を
共
有
し
て
い
た
故
戸
村
一
作
氏
は
、
同
団
結
小
屋
が
緊
急
裁
決
に
基
づ
く
第
二
次
代 

特
定
公
共
事
業
認
定
申
請
書
添
付
の
新
東
京
国
際
空
港
第
一
期
建
設
事
業
の
区
域
平
面
図
に
記
載
さ
れ
た
事 

時
期
（
年
月
日
）
及
び
理
由
を
事
業
施
設
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。 

事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面
」
が
申
請
書
添
付
書
類
と
さ
れ
て
い
る
理
由
の
す
べ
て
を
示
さ
れ
た
い
。 

事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面
」
に
よ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
適
法
性
を
判
断
し
た
の
か
。
ま
た
、「
起
業
地
及
び 

業
計
画
に
係
る
事
業
施
設
と
同
一
の
も
の
か
。
同
一
で
な
い
事
業
施
設
が
あ
れ
ば
、
そ
の
変
更
又
は
新
設
の 

七 

 



 

3 

本
件
各
訴
訟
の
確
定
判
決
に
至
る
ま
で
原
告
適
格
を
有
し
続
け
る
た
め
に
、
故
戸
村
一
作
氏
は
何
を
為
す 

2 

故
戸
村
一
作
氏
に
本
件
各
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
を
有
し
な
く
さ
せ
た
第
二
次
代
執
行
や
四
千
メ
ー
ト 

1 

右
団
結
小
屋
が
緊
急
裁
決
に
基
づ
く
第
二
次
代
執
行
に
よ
り
除
却
さ
れ
、
当
該
敷
地
が
成
田
開
港
以
降
四 

で
、
本
件
各
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
を
有
し
な
く
な
つ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
等
の
主
張
を
な
し
て
い
る
と 

い
う
。
そ
こ
で
、 

執
行
に
よ
り
除
却
さ
れ
当
該
敷
地
が
成
田
開
港
以
降
四
千
メ
ー
ト
ル
滑
走
路
用
地
と
し
て
供
用
さ
れ
て
い
る
の 

の
供
用
開
始
は
、
故
戸
村
一
作
氏
の
原
告
適
格
を
有
し
な
く
さ
せ
て
い
な
が
ら
、
な
お
、
故
戸
村
一
作
氏
の 

し
た
憲
法
第
三
十
二
条
に
違
背
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
第
二
次
代
執
行
や
四
千
メ
ー
ト
ル
滑
走
路 

千
メ
ー
ト
ル
滑
走
路
用
地
と
し
て
供
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
立
証
す
る
の
か
。 

裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

ル
滑
走
路
の
供
用
開
始
は
、
「
何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
は
れ
な
い
。
」
と
規
定 

八 

 



 

四 

同
じ
く
右
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
被
告
指
定
代
理
人
ら
は
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
十
六
日
付
原
告
代
理
人
ら 

6 

右
訴
え
却
下
申
立
書
は
撤
回
し
な
い
の
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

5 

例
え
ば
、
四
千
メ
ー
ト
ル
滑
走
路
用
地
と
し
て
供
用
さ
れ
て
い
る
土
地
の
従
来
の
所
有
者
も
、
故
戸
村
一 

4 
第
二
次
代
執
行
で
そ
の
生
活
・
生
存
の
場
を
追
わ
れ
た
故
小
泉
よ
ね
氏
に
つ
い
て
も
、
故
戸
村
一
作
氏
同 

申
立
に
係
る
訴
訟
参
加
申
立
に
対
す
る
意
見
書
を
提
出
し
、
異
議
を
申
立
て
た
が
、
そ
の
う
ち
一
に
つ
い
て
の 

み
陳
述
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、 

べ
き
で
あ
つ
た
の
か
、
御
教
示
賜
り
た
い
。 

さ
れ
た
い
。 

作
氏
同
様
、
本
件
各
訴
訟
に
お
い
て
原
告
適
格
を
有
し
な
く
な
つ
て
い
る
の
か
、
理
由
を
付
し
て
明
ら
か
に 

い
。 

様
、
本
件
各
訴
訟
に
お
い
て
原
告
適
格
を
有
し
な
く
な
つ
て
い
る
の
か
、
理
由
を
付
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た 

九 

 



 

4 

異
議
権
の
喪
失
を
規
定
す
る
民
事
訴
訟
法
第
六
十
七
条
に
よ
れ
ば
、
川
勝
代
理
人
は
異
議
を
述
べ
る
権
利 

3 

と
こ
ろ
で
、
川
勝
代
理
人
は
す
で
に
前
回
の
昭
和
五
十
六
年
十
月
八
日
付
第
四
七
回
口
頭
弁
論
に
お
い 

2 

川
勝
代
理
人
は
書
面
を
作
成
し
て
主
張
ま
で
し
て
い
な
が
ら
、
何
故
、
時
岡
裁
判
長
の
言
に
「
呼
応
」
し
て 

1 
時
岡
泰
裁
判
長
は
、
被
告
指
定
代
理
人
・
川
勝
隆
之
氏
に
右
陳
述
を
求
め
た
上
、
二
の
補
助
参
加
の
申
立 

て
、
時
岡
裁
判
長
の
求
め
に
対
し
て
、
訴
訟
参
加
の
申
立
に
つ
い
て
は
特
に
意
見
は
な
い
と
開
陳
し
、
調
書 

の
は
、
時
岡
裁
判
長
か
ら
の
指
摘
に
よ
る
の
か
。
そ
の
間
の
経
緯
・
事
情
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

に
記
載
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。「
特
に
意
見
は
な
い
」
か
ら
異
議
申
立
の
意
見
書
提
出
へ
と
大
き
く
変
更
し
た 

に
つ
い
て
は
、「
陳
述
し
ま
せ
ん
ね
」
と
た
た
み
か
け
、
川
勝
代
理
人
は
即
座
に
こ
れ
に
従
つ
た
と
い
う
。
右 

陳
述
を
行
わ
な
か
つ
た
の
か
。 

合
せ
が
あ
つ
た
の
か
。 

「
一
部
陳
述
せ
ず
」
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
時
岡
裁
判
長
と
川
勝
代
理
人
の
間
に
直
接
・
間
接
は
と
も
か
く
打 

一
〇 

 



 

五 

民
事
訴
訟
法
の
解
釈
等
に
つ
い
て 

8 

右
訴
訟
参
加
申
立
に
対
す
る
意
見
書
は
撤
回
し
な
い
の
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

7 

当
該
訴
訟
参
加
を
む
げ
に
排
除
す
る
こ
と
が
、
本
件
各
訴
訟
に
一
体
い
か
な
る
意
義
・
価
値
を
も
た
ら
す 

6 

成
田
問
題
の
一
体
的
解
決
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
建
設
大
臣
同
様
、
法
務
大
臣
も
被
告
指
定
代
理 

5 

同
時
進
行
中
の
審
査
請
求
事
件
に
お
い
て
、
建
設
大
臣
は
当
該
同
一
人
の
審
査
請
求
人
の
地
位
の
承
継
を 

れ
ば
、
そ
の
理
由
を
根
拠
を
付
し
て
示
さ
れ
た
い
。 

を
第
四
七
回
口
頭
弁
論
に
お
い
て
放
棄
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。
放
棄
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ 

と
い
う
の
か
。 

は
な
い
」
と
の
開
陳
は
、
こ
れ
を
受
け
て
の
こ
と
だ
つ
た
の
で
は
な
い
の
か
。 

人
ら
を
し
て
当
該
訴
訟
参
加
を
認
め
さ
せ
て
も
よ
か
つ
た
の
で
は
な
い
の
か
。 

認
め
て
い
る
（
昭
和
五
十
六
年
七
月
二
十
日
付
建
設
省
計
総
発
第
一
五
六
号
）
。
川
勝
代
理
人
の
「
特
に
意
見 

一
一 

 



 

6 

第
一
審
の
判
決
又
は
結
審
前
の
段
階
で
、
民
事
訴
訟
法
第
三
百
八
十
七
条
に
い
う
が
ご
と
き
、
判
決
の
手 

5 

民
事
訴
訟
法
第
三
十
七
条
は
、
裁
判
官
の
忌
避
に
つ
い
て
規
定
す
る
が
、
裁
判
の
公
正
を
妨
ぐ
べ
き
事
情 

4 

右
追
加
条
項
は
、
訓
示
規
定
か
、
効
力
規
定
か
。
そ
の
他
い
か
な
る
効
果
を
有
す
る
規
定
か
、
根
拠
を
付 

3 

判
決
の
手
続
の
一
つ
で
あ
る
民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
は
、
昭
和
二
十
三
年
に
追
加
さ
れ
た
も 

2 

民
事
訴
訟
法
第
三
百
八
十
七
条
に
い
う
判
決
の
手
続
と
は
、
同
法
第
百
八
十
六
条
か
ら
同
百
九
十
一
条
に 

1 
民
事
訴
訟
法
の
維
持
・
管
理
は
、
法
務
省
民
事
局
の
所
管
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
他
同
法
を
所
管
す
る
事 

の
で
あ
る
が
、
追
加
を
必
要
と
し
た
理
由
及
び
立
法
の
趣
旨
を
示
さ
れ
た
い
。 

し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

と
い
う
忌
避
の
要
件
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
他
ど
の
条
項
を
指
し
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。 

務
局
名
を
示
さ
れ
た
い
。 

一
二 

 



 

9 

と
こ
ろ
で
、
時
岡
裁
判
長
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
か
ら
同
四
十
九
年
三
月
ま
で
法
務
省
民
事
局
に
在
職 

8 

民
事
訴
訟
法
第
六
十
七
条
に
い
う
が
ご
と
き
、
異
議
権
を
喪
失
し
た
当
事
者
に
異
議
を
述
べ
る
権
利
を
な 

7 

民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
に
い
う
が
ご
と
き
、
合
議
体
の
裁
判
官
の
過
半
数
が
更
迭
し
た
場
合 

を
付
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

し
く
ず
し
的
に
回
復
・
行
使
さ
せ
る
こ
と
は
、
右
忌
避
の
要
件
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
根
拠 

に
従
前
訊
問
し
た
証
人
に
付
当
事
者
が
更
に
訊
問
の
申
立
を
為
し
た
時
、
そ
れ
で
も
訊
問
が
行
わ
れ
な
か
つ 

た
場
合
、
右
忌
避
の
要
件
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
根
拠
を
付
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

が
、
事
実
か
。 

続
が
法
律
に
違
背
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
、
右
忌
避
の
要
件
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、 

根
拠
を
付
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

し
、
翌
四
月
か
ら
本
件
各
訴
訟
が
係
属
す
る
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
部
の
裁
判
官
と
な
つ
た
と
聞
く 

一
三 

 



 

 

一
四 

六 
内
閣
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
八
九
第
四
号
）
別
表
で
、
本
件
各
訴
訟
の
提
訴
以
前
に
提
訴
さ
れ
、
東
京
地
方
裁
判 

所
民
事
第
二
部
に
係
属
中
の
事
件
と
し
て
番
号

40
か
ら

52
の
も
の
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
現
在
も
な 

お
係
属
中
の
も
の
の
番
号
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


